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オンライン資格確認等について



被保険者番号の個⼈単位化と資格履歴の⼀元管理

○ 世帯単位での付番
・ 現在の被保険者番号は、基本的に世帯単位。保険者は個⼈（特に被扶養者）の状況把握までは求めていない。

適切な保険制度の運⽤のためにも、保険者として、個⼈単位での状況把握をどう⾏うかが課題。
・ 今後、保健事業を通じた被保険者の健康管理等の役割が保険者に⼀層期待されている中、個⼈単位でデータを
連結できない現在の状態は、データヘルスの推進の観点からも課題。

○ 保険者ごとの管理
・ 各保険者でそれぞれ被保険者番号を付番しており、資格管理も保険者ごと。
・ 加⼊する保険が変わる場合、個⼈の資格情報(※)は引き継がれず、継続的な資格管理がされていない。
※⽒名、⽣年⽉⽇、性別、被保険者番号、資格取得⽇、負担割合など

現状・課題

① 加⼊する保険が変わっても、個⼈単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするため、被保険者番号を
個⼈単位化。（※医療等分野の情報連携に⽤いる識別⼦（ID）としての活⽤も想定。）

② 新しい被保険者番号も保険の変更に伴い変わることとなるが、加⼊する保険によらず資格情報等を連結させて管理
するため、個別の保険者に代わって⽀払基⾦・国保中央会が⼀元的に管理する。
※ マイナンバー制度の情報連携のために構築されている既存のインフラを活⽤

対応⽅針

A健保組合

B健保組合

C市町村国保

⽀払基⾦・国保中央会医療保険者

個⼈単位の
被保番

その他の
資格情報

資格を登録

※保険者が共同で
資格管理を委託

②被保険者番号等の履歴を管理①新被保番を個⼈単位化

保険者を異動 個⼈単位の被保番

個⼈単位の被保番

その他の資格情報

その他の資格情報

Ａ
Ｂ

個⼈単位の被保番 その他の資格情報
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オンライン資格確認

・ 現⾏の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が
請求時に判明。保険者・医療機関等の双⽅に負担が発⽣。

現状・課題

対応⽅針

・ マイナンバーカードの電⼦証明書を保険医療機関・薬局の窓⼝で読み取って、受診時やレセプト請求前等に
オンラインで⽀払基⾦・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備する。

医療保険者

本⼈
提⽰

マイナンバーカード

保険医療機関（約17万7千）
保険薬局（約5万7千）

資格情報

レセプト請求の専⽤回線など
既存のインフラを活⽤

電⼦証明書

電⼦証明書

電⼦証明書

資格情報

マイナンバー

資格情報

オンライン資格確認サービス
【⽀払基⾦・国保中央会が共同で運営】

マイナンバー

※外来受診（延べ日数）
年間約20億件

・⽒名、性別、⽣年⽉⽇
・保険者名
・被保険者番号
・負担割合
・資格取得・喪失⽇ 等

ピッ

「⾒えない」「預からない」ので、医療現場で
診療情報がマイナンバーと紐づけて管理されることはない

健 証健康保険証 新被保険者番号

新被保険者番号

※健康保険証のみ持参した場合は、券⾯の
新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認

新被保険者番号

※レセプト請求の専⽤回線や保険者のマイナンバー
関連システムなど、既存インフラを活⽤。

※定められた利⽤⽬的以外での
マイナンバーの書き写し等は
不正利⽤であり、法律で禁⽌されている
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被保険者
マイナンバーカード

マイナポータルを活⽤した特定健診データの個⼈向け提供サービス

⽀払基⾦・国保中央会医療保険者
個⼈単位の被保番

その他情報

特定健診
データを登録

特定健診

マイナポータル

特定健診データ特定健診データを閲覧
特定健診

＜特定健診データ＞
身長・体重・血圧、血糖・血中脂質・肝機能・尿検査等の検査値、
問診の結果、喫煙・飲酒、食事・運動等の生活習慣 等

○ 健康管理の必要性
・ 特定健診・保健指導の実施率は年々上昇。予防・健康づくりの重要性は、｢⾻太の⽅針｣・｢未来投資戦略2017｣
にも明記されており、⼀層の取組が求められる。
このため、インセンティブ改⾰の実施とあわせて、国⺠⼀⼈⼀⼈の⾏動変容を促すことが重要。

○ 保険者ごとの管理
・ 現在は、保険者ごとに被保険者の特定健診等のデータを管理。
・ 加⼊する保険が変わる場合、個⼈のデータは引き継がれず、継続的に把握されていない。

現状・課題

対応⽅針

・ 加⼊する保険が変わっても、過去のデータも含めて閲覧できるシステムを構築。
マイナポータルを活⽤し、特定健診データを本⼈に提供。

※ コストを抑えつつ、効率的な開発を進める観点から、⽀払基⾦・国保中央会において被保険者個⼈の資格情報
を継続的・⼀元的に管理する仕組み（オンライン資格確認）を活⽤。

A健保

Ｂ健保

Ｃ国保

個⼈単位の被保番 その他情報 特定健診

個⼈単位の被保番 その他情報 特定健診
※保険者が
事務を委託

個⼈単位の被保番 その他情報 特定健診
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

報酬改定
共済の
情報連携

報酬改定
本格稼働
8月～（P）

本格運用開始

オンライン資格確認・特定健診データ閲覧 設計開発

新被保険者番号
でレセプト請求

新保険証を順次交付（2020年7月末までに切替え完了）

保険者システム改修（順次対応）

課題検討 関係者への仕様の周知

新被保険者番号（個人単位の被保険者番号） システム改修

○ 新被保険者番号（個人単位の被保険者番号）は、オンライン資格確認の前提になるので、オンライン資格確認と一体的に準
備を進める必要がある。保険者や保険医療機関等におけるシステム改修の着手は、早くても、2018年4月の都道府県国保や診
療報酬改定の円滑な施行を待ってから対応する必要がある。

○ 新被保険者番号を記載した新しい健康保険証は、既存の加入者へは、早ければ、①被用者保険は定時決定（2019年7月1日）
後から順次発行、②市町村国保は2019年10月頃（定期的な発行時）から順次発行し、2020年に完了するスケジュールについ
て関係者と調整する。

○ 健康保険証には、当分の間、世帯単位の被保険者番号と新被保険者番号を併記する。

国民に広報

オンライン資格確認の準備の中で一体的に対応

保険医療機関・薬局 レセプト請求システム改修（順次対応）

省令改正
（健康保険証様式）

検討・調達準備

全保険者による実施に向けたキャパシティーの拡大、
市町村国保接続のための改修等の

設計・開発・テスト等

オンライン資格確認の段階的運用

資格送信の仕組み、電子証明書の
資格履歴への取り込み等の
設計・開発・テスト等

仕様の検討

医療関係者で準備

保険者で準備

被保険者番号の個⼈単位化とオンライン資格確認のスケジュール（検討中）
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被保険者番号の活⽤可能性

４．制度の縦割りを超えた保健医療データ分析４．制度の縦割りを超えた保健医療データ分析

１．医療保険事務の効率化１．医療保険事務の効率化 ２．保健医療データの個人・保険者向け提供サービス２．保健医療データの個人・保険者向け提供サービス

３．保健医療情報の連携推進

データの紐付け

A健保
レセプト

一元的に管理された被保険者番号の履歴を活用すれば、制度の
縦割りを超えたデータ分析が可能になる。

被保険者番号の履歴情報

A健保
1234…

B国保
6789…

D後期
3227…

B健保
レセプト

C国保
レセプト

C国保
3527…

D後期
レセプト

1234… 6789… 3527… 3227…

医療機関

レセプト請求

（月に１回）

保険給付支払い

オンライン資格確認を含めた資格管理の活用により、資格過誤の減少、
医療保険事務の効率化を図ることができる。

Ａさん

資格情報を送信

個人単位の資格履歴を活用し、加入者が自らの健診情報等を閲覧。
保険者は、個人単位の経年的な健康情報等を活用し、
質の高い特定保健指導等の保健事業を実施。

Aさんの
健診情報等

健診情報等を提供

新被保険者番号の活用で、医療機関・薬局等での情報連携が推進され、
患者情報の共有により医療の質の向上や適正化等の効果も期待される。

診療所Ａ病院 薬局 診療所Ｂ

ネットワークで患者情報を共有

保健医療記録
共有サービス

救急時医療情報
共有サービス

Aさんの
資格情報

個人単位で管理
データを閲覧

被保険者の
資格履歴

資格情報

レセプト

オンラインで資格情報を
通知し、資格過誤を低減

資格過誤が発生した場合でも、
レセプト請求時に審査支払機関
で正しい保険者に請求

※ 個⼈単位化された被保険者番号は、医療等分野の情報連携に⽤いる識別⼦（ID）としての活⽤も⾒込まれる。

支払基金
国保中央会

保険者

支払基金
国保中央会

保険者

支払基金
国保中央会

保険者

医療保険者

加入前の健診情報等を
加入者本人の同意の下
提供必要に応じ、民間事業者も活用

しながら、質の高い保健事業の
実施が可能
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○日本再興戦略2016（平成28年6月2日閣議決定）

医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書（昨年12月10日同研究会取りまとめ）を踏まえ、医療保険
のオンライン資格確認及び医療等ID制度の導入について、2018年度からの段階的運用開始、2020年からの本格運用を目指
して、本年度中に具体的なシステムの仕組み・実務等について検討し、来年度から着実にシステム開発を実行する。

その際、公的個人認証やマイナンバーカードなどオンライン資格確認のインフラを活用し、国民にとって安全で利便性
が感じられる形で導入が進むような設計とした上で、開発を進めるとともに、公費負担医療の適正な運用の確保の観点か
らも、速やかに検討を行い、できる限り早期に必要な措置を講じる。

オンライン資格確認、個人の保健医療情報の履歴管理等に関する閣議決定
○未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）

・ 個人・患者単位で、最適な健康管理・診療・ケアを提供するための基盤として、「全国保健医療情報ネットワーク」
を整備する。同ネットワークは、患者基本情報や健診情報等を医療機関の初診時等に本人の同意の下で共有できる「保健
医療記録共有サービス」と、更に基礎的な患者情報を救急時等に活用できる「救急時医療情報共有サービス」等で構成し、
これら自らの生涯にわたる医療等の情報を、本人が経年的に把握できる仕組みであるＰＨＲ（Personal Health Record）
として自身の端末で閲覧できるようにすることを目指す。2020年度からの本格稼働に向け、本年度中に実証事業を開始し
つつ、具体的なシステム構成等について検討し、来年度以降、詳細な設計に着手する。

・ 医療保険のオンライン資格確認及び医療等ID制度の導入について、来年度からの段階的運用開始、2020年からの本格
運用を目指して、本年度から着実にシステム開発を実行する。

○日本再興戦略2015（平成27年6月30日閣議決定）

・ 公的個人認証や個人番号カードなどマイナンバー制度のインフラを活用して、医療等分野における番号制度を導入する
こととし、これを基盤として、医療等分野の情報連携を強力に推進する。

具体的にはまず、2017年７月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、医療機関の窓口において個
人番号カードを健康保険証として利用することを可能とし、医療等分野の情報連携の共通基盤を構築する。また、地域の
医療情報連携や研究開発の促進、医療の質の向上に向け、医療等分野における番号の具体的制度設計や、固有の番号が付
された個人情報取扱いルールについて検討を行い、2015年末までに一定の結論を得て、2018年度からオンライン資格確認
の基盤も活用して医療等分野における番号の段階的運用を開始し、2020年までに本格運用を目指す。

・ 患者本人が自らの医療情報を生涯にわたって経年的に把握し、健康管理に活用できるよう、特定健診データをマイナ
ポータルを含むマイナンバー制度のインフラ等を活用し、2018年を目途に個人が電子的に把握・利用できるようにするこ
とを目指す。
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制度 制度・都道府県 市町村 事業所 世帯 個⼈

協会けんぽ 保険者番号
（８桁）

記号
（８桁）

番号
（７桁）

保険者ごとに内部管理⽤
の番号を付番するなどの
対応が⾏われている。

健保組合・共済 保険者番号・記号
（８桁） （４桁）

番号
（７桁）

市町村国保 保険者番号・記号
（８桁）（⽂字orなし）

番号
（７桁or８桁）

国保組合 保険者番号・記号
（６桁）（⽂字等）

番号
（ハイホン含む）

後期⾼齢者医療制度 保険者番号
（８桁）

被保険者番号
（８桁）

○ 現在、医療保険制度の資格管理は、保険者ごとに世帯単位で被保険者番号の発行・管理を行っており、保険者を異動すると
保険者間をまたいだデータの連携が難しい。

制度 保険者 個⼈

医療保険制度全体 保険者番号（８桁） 被保険者番号（16桁程度）

○ 新被保険者番号は、保険者を異動すると変更される１６桁程度の番号を新たに付番し、原則として保険者番号を組み合わせて用
いることとした上で、番号の履歴を継続して一元的に管理する仕組みとする。

○ 後期高齢者医療広域連合は、既に被保険者番号が個人単位化されているので、そのまま用いることでシステム改修費用を最小化
できる。保険者、医療関係者、審査支払機関を含め、医療保険制度全体で、できるだけシステム改修のコストを小さくする観点か
ら、①支払基金・国保中央会が便宜的に生成した番号を用いる仕組みとするか、②保険者が一定のルールに基づき自ら生成する番
号を用いる仕組みとするか、保険者がコスト面も踏まえて選択できるようにすることを含め、番号の桁数等を検討する。

＜現在の医療保険の資格番号の体系＞

＜新被保険者番号：新しい医療保険の資格番号の体系＞

（※）後期高齢者医療制度は、被保険者番号が既に個人単位なので、例えば、資格履歴管理システムで便宜的に０を必要な桁数だけ加える方法がある。

【参考】 新しい個⼈単位の被保険者番号（イメージ）
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○マイナンバーカード

現行の健康保険証
新しい健康保険証（当面は両者を併用）

※内容や表示形式は、現時点の案であり、今後、
保険者等と調整する。

本人（被保険者）

○○保険組合
被保険者証 記号 番号 1234567
氏名 番号 花子
生年月日 平成元年3月31日生 性別 女
資格取得年月日 平成25年4月1日

発行機関所在地 東京都千代田区○○○

保険者番号 ○○○○○○○○
名称 ○○保険組合

平成29年10月31日交付
本人（被保険者）

○○保険組合 被保険者証 記号 番号 1234567

氏名 番号 花子
生年月日 平成元年3月31日生 性別 女
資格取得年月日 平成25年4月1日

発行機関所在地 東京都千代田区○○○

保険者番号 ○○○○○○○○
名称 ○○保険組合 印

個人単位

被保険者番号 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

○健康保険証

新たに追加

○ 個人単位の被保険者番号を記載した新しい健康保険証の様式については、保険者等と調整して確定の上、平成31年度以降、
順次、発行していく。また、対応している保険医療機関等では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を可能とする。

(※)保険医療機関等で健康保険証に代えてマイナンバーカードを用いて資格確認ができるよう、開始までに療養担当規則等の省令改正も行う予定。

マイナンバーカードによるオンライン資格確認に対応している医療
機関で利用可能。初診時はオンライン資格確認対応の医療機関かど
うか分からない場合があるので、健康保険証も持参することを想定

印

マイナンバーカード
も利用可能となるよ
うに様式を変更

【参考】 新しい健康保険証の様式（イメージ）
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全国保健医療ネットワーク



全国保健医療情報ネットワークで提供されるサービスのイメージ

○個⼈単位の被保険者番号及びその履歴管理機能を活⽤して、保健医療データの個⼈単位での時系列管理や、
地域医療情報連携ネットワークをまたがった広域連携等を⾏う。

○患者同意を前提として、医師等は患者の過去の健診・診療・処⽅情報の閲覧が可能となり、救急時を含め、適切な
診断・治療・処⽅につながるほか、重複検査・重複投薬の縮減にも資する。

○医療等分野の情報連携に⽤いる識別⼦（ID）の在り⽅については、今後関係者のご意⾒を踏まえながら整理する。

地域医療情報連携
ネットワークC

地域医療情報連携
ネットワークA 地域医療情報連携

ネットワークB

管理機能

キーとなる識別⼦ 被保険者番号①

被保険者番号②

・・

個⼈単位の被保険者番号の履歴管理

全国保健医療情報ネットワーク

照会回答

⽀払基⾦・国保中央会

保健医療記録
共有サービス

処⽅情報

診療情報

健診情報

共有するミニマムデータ項⽬（案）
※データの収集元や保管⽅法を含め、精査中

・⽒名、性別、⽣年⽉⽇ ・保険情報 ・受診医療機関・薬局情報
・傷病名 ・診療内容、検査、処⽅ ・⼊院関連情報 ・調剤
・退院時サマリ ・診療情報提供書 ・特定健診情報 等

現在、県単位の医療情報連携
ネットワークが約半数の県で
運⽤中。その他、２次医療圏単
位や市町村単位のネットワーク
もある。
※全体のネットワーク構成は
検討課題

全国保健医療情報ネットワークで提供されるサービスのイメージ（検討中）
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全国保健医療情報ネットワークの構築に向けた主な課題

＜サービスやシステムの検討＞
○ネットワークで提供されるサービス内容の検討
○個⼈情報保護措置やセキュリティが確保されるシステムの検討

＜コスト＞
○ネットワーク整備の初期・更新コストと運営コスト及びその負担者の決定

＜運営主体＞
○ネットワークの運営主体の在り⽅

＜ネットワークへの参加の促進＞
○ネットワークへの参加の促進 等

○全国保健医療情報ネットワークの構築については、費⽤負担に⾒合った便益を得ら
れるネットワークやサービスをどのように構築していくかが課題
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（参考）EHRの相互接続（「全国保健医療情報ネットワーク」構築に向けた検証）

• 全国の地域医療連携ネットワーク（EHR）を相互に接続する基盤の構築に向けた検証を⾏い、2020年の「全国
保健医療情報ネットワーク」構築につなげる。

• 今年度、厚⽣労働省と連携して実証事業（H28補正 ８億円）を実施。「①ネットワークの相互接続」、共通
ルールに基づき患者情報を流通させるための「②標準規約によるデータ交換」、安全な通信を実現するための「③セ
キュリティ確保」について検討し、実運⽤フェーズに移⾏するための運⽤ルール等を策定。

相互接続基盤

地域医療連携ネットワーク参加機関

医療等分野の様々なサービス

像伝送
⾼精細映
像伝送 DB

治療・検査
DB紹介状

電⼦
紹介状 処⽅箋

電⼦
処⽅箋連携

医療介護
連携資格確認

被保険者
資格確認 連携

地域医療
連携（発⾏）

医療等ID
（発⾏） 請求

オンライン
請求

地域医療連携
ネットワークA

地域医療連携
ネットワークB

地域医療連携
ネットワークC

①ネットワーク相互接続

②標準規約によるデータ交換

機関認証HPKI広域連携ID
管理ｻｰﾋﾞｽ

③セキュリティ確保

※ EHRに参加して
いない医療機関１１


